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■ 「有期労働契約」が変わる？ 

－労働契約法改正の動向－ 

◆ 改正案が閣議決定 

 先日、「労働契約法改正案」が閣議決定されました。 

 国会の状況により流動的ではありますが、厚生労働省は来春施行を目指すとしており、成立し

た場合は企業への影響も大きいと思われますので、今から注目しておきましょう。 

 

◆ 改正案のポイント 

  この改正案のポイントは、次の通りです。 

 （１）５年を超えて反復更新された有期労働契約について、労働者からの申込みがあれば期間

の定めのない労働契約へ転換させる仕組みの導入 

 （２）「雇止め法理」の法制化 

 （３）期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 

 

◆ 具体的な内容 

 まず（１）については、反復更新により有機の労働契約が５年を超える場合が対象ですが、原則

６カ月以上の空白期間（クーリング期間）がある場合には、前の契約期間と通算されないため、該

当しないこととなります。 

 次に（２）の「雇止め法理」は、有期労働契約を繰り返し更新することにより期間の定めのない契

約と実質的に異ならない状態となっている（あるいは有期労働契約の期間満了後にも雇用が継

続されている）等により、有期雇用労働者の雇用関係継続への合理的な期待が認められるとき

に、雇止めを行う際には合理的な理由が必要となることです。また、雇止めが無効と判断された

場合には、従前の労働契約が更新されたものとみなされることになります。 

 また、（３）は、期間の定めがあることによって、有期契約労働者の労働条件が無期契約労働者

の労働条件と相違する場合に、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮し、不合

理と認められるものであってはならないというものです。  
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